
北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則（一部抜粋） 

 

昭和４７年４月１日 

規則第２７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、別に定めがあるもののほか、社会福祉施設の管理に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（平１２規則６０・一部改正） 

（供用時間及び休業日） 

第２条 社会福祉施設の供用時間及び休業日は、別表第１のとおりとする。 

（昭４９規則４３・平１２規則６０・平１３規則６０・一部改正） 

（保育所及びへき地保育所の使用料の徴収） 

第２条の２ 北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市

条例第４号。以下「条例」という。）別表第２に規定する保育所及びへき地保育所の

使用料のうち、子どもの保護者又は扶養義務者から徴収する額（以下「保育料」とい

う。）は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項に規定す

る特定教育・保育を受けた子ども 北九州市子ども・子育て支援法施行細則（平成

２７年北九州市規則第２０号）第３条の利用者負担額の額 

（２） 子ども・子育て支援法第２８条第１項第１号に規定する特定教育・保育を受

けた子ども 北九州市子ども・子育て支援法施行細則第４条第１項の利用者負担額

の額 

（３） 子ども・子育て支援法第２８条第１項第２号に規定する特別利用保育を受け

た子ども 零 

（４） 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を受けた子

ども 北九州市子ども・子育て支援法施行細則第６条第４項の利用者負担額の額 

２ 北九州市子ども・子育て支援法施行細則第８条第２項の規定の適用がある場合にお

ける保育料の額は、前項第１号、第２号及び第４号の規定にかかわらず、同条第２項



の規定により定める利用者負担額の額とする。 

３ 保育料の滞納処分に関する事務のうち、次に掲げる国税徴収法（昭和３４年法律第

１４７号）に規定する徴収職員の権限については、保育料の滞納処分に関する事務に

従事する職員に委任する。この場合においては、当該職員に北九州市児童福祉措置費

等徴収規則（昭和４０年北九州市規則第７１号）第４条に規定する児童福祉措置費等

徴収職員証を交付する。 

（１） 滞納者の財産を調査するための滞納者等への質問又は検査に関すること。 

（２） 滞納者等の住居等の捜索に関すること。 

（３） 滞納者の財産の差押えに関すること。 

（平２７規則２２・追加、令元規則２７・一部改正） 

（設備・器具使用料及び駐車場使用料） 

第３条 条例別表第２の障害者体育施設の駐車場使用料並びに福祉会館の設備・器具使

用料及び駐車場使用料に係る規則で定める額は、別表第２のとおりとする。 

（平１４規則７９・追加、平１６規則１０５・平２４規則１０・平２７規則２

２・一部改正） 

（設備・器具の額） 

第４条 条例別表第４の子どもの館及び子育てふれあい交流プラザの設備・器具に係る

規則で定める額は、別表第３のとおりとする。 

（平１３規則６０・追加、平１４規則７９・旧第３条繰下・一部改正、平１７

規則１１２・一部改正） 

（利用料金の額の承認の告示） 

第５条 市長は、条例第６条第３項の承認を行ったときは、速やかにその旨及びその内

容を告示するものとする。 

（平１２規則６０・追加、平１３規則６０・旧第３条繰下・一部改正、平１４

規則７９・旧第４条繰下） 

（指定管理者に管理を行わせようとする施設等の公表） 

第６条 市長は、社会福祉施設について指定管理者を指定しようとするときは、管理を

行わせようとする施設、申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ

公表しなければならない。ただし、条例第９条の２第２項の場合においては、この限



りでない。 

（平１６規則３・追加、平２０規則４９・一部改正） 

（指定管理者の指定の申請の添付書類） 

第７条 条例第９条の２第１項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

（１） 定款又はこれに準ずるものの謄本 

（２） 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書 

（３） 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類 

（４） 事業計画書に係る収支見積書 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（平１６規則３・追加、平２０規則６５・一部改正） 

（指定管理者の指定の告示） 

第８条 市長は、社会福祉施設について指定管理者を指定したときは、その旨を告示す

るものとする。 

（平１２規則６０・追加、平１３規則６０・旧第４条繰下、平１４規則７９・

旧第５条繰下、平１６規則３・旧第６条繰下・一部改正、平２０規則４９・一

部改正） 

（指定管理者の事業報告） 

第９条 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する社会福祉施設の管理の業務に関し

事業報告書を作成し、５月３１日までに市長に提出しなければならない。 

（平１６規則３・追加） 

（雑則） 

第１０条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

（平１２規則６０・旧第３条繰下、平１３規則６０・旧第５条繰下、平１４規

則７９・旧第６条繰下、平１６規則３・旧第７条繰下） 

 

--------------------------------- （中略）------------------------------------ 

 

 

 



別表第１（第２条関係） 

社会福祉施設の名称 供用時間 休業日 備考 

北九州市立母子・父子

福祉センター 

（１） 平日 午前９時３０分から

午後８時３０分まで 

（２） 日曜日 午前９時３０分か

ら午後６時まで 

（１） 土曜日 

（２） 休日 

（３） １２月２９日

から翌年の１月３

日までの日 

１ 市長は、特

に必要がある

と認めるとき

は、休業日若

しくは供用時

間を変更し、

又は臨時に休

業日を指定す

ることができ

る。 

２ 平日とは、

日曜日及び土

曜日以外の曜

日をいう。 

３ 休日とは、

国民の祝日に

関する法律

（昭和２３年

法律第１７８

号）に規定す

る休日をい

う。 

北九州市立新門司老

人福祉センター 

午前９時３０分から午後４時３０

分まで 

（１） 月曜日（その

日が休日に当たる

ときは、その翌日）

（２） 休日 

（３） １２月２９日

から翌年の１月３

日までの日 

北九州市立北九州穴

生ドーム 

午前９時から午後９時まで １２月２９日から

翌年の１月３日まで

の日 

 


